大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付要綱
（平成２２年３月２９日告示第５３号）

（趣旨）

第１条　この要綱は、広告景観の向上及び改善のため、市内の屋外広告物等の変更、改造、除却又は移設（以下「改修」という。）を行う者に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
　（定義）

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

　(1) 広告物　屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第２条第１項に規定する屋外広告物をいう。

　(2) 広告物等　広告物又は広告物を掲出する物件をいう。

　(3) 既存不適格広告物等　平成２２年１月１日現在福井県屋外広告物条例（昭和３９年福井県条例第４５号）の規定に適合して表示され、又は設置されている広告物等であって、大野市屋外広告物条例（平成２１年条例第１８号。以下「条例」という。）の施行に伴い、条例の規定に適合しなくなる広告物等をいう。

　(4) 事業費　既存不適格広告物等を条例の規定に適合するように改修する事業（以下「改修事業」という。）に要する費用をいう。

（補助対象者）

第３条　補助対象者は、既存不適格広告物等の改修事業を行う者で、大野市税を滞納していないものとする。

（補助対象広告物等）

第４条　補助対象とする広告物等は、広告板、広告塔、屋上広告、突出広告、壁面広告及び電柱広告とする。

　（補助金の額）

第５条　補助金の額は、別表に定めるところによる。

　（事前協議）

第６条　補助金の交付を希望する者は、市長が定める期限までに大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付事前協議書（様式第１号）に関係書類を添えて市長に事前協議をしなければならない。
２　市長は、前項の事前協議をする場合において、大野市景観条例（平成１９年条例第３３号）第３２条第１項に規定する大野市景観協議会の意見を聴くものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(交付申請)

第７条　補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付申請書（様式第２号）に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

　（交付決定）

第８条　市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付決定通知書（様式第３号）により当該申請者に通知するものとする。
　（申請事項の変更）

第９条　前条の規定による決定を受け補助事業を実施する者（以下「補助事業者」という。）は、第７条の規定による申請の事項を変更しようとするときは、あらかじめ大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付変更申請書（様式第４号）に関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
　（交付変更決定）

第１０条　市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の申請事項の変更を決定し、大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付変更決定通知書（様式第５号）により補助事業者に通知するものとする。
　（補助金の辞退）
第１１条　補助事業者は、補助金の交付を辞退しようとするときは、大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付辞退届（様式第６号）を市長に提出しなければならない。
　（実績報告）

第１２条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに大野市屋外広告物等改修促進事業完了実績報告書（様式第７号）に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
　（補助金額の確定）

第１３条　市長は、前条の規定による提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付額確定通知書（様式第８号）により補助事業者に通知するものとする。
　（補助金の請求及び交付）
第１４条　補助事業者は、前条の規定による通知を受けた後、補助金の交付を受けようとするときは、大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付請求書（様式第９号）により市長に請求しなければならない。
２　市長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日から起算して３０日以内に、補助事業者に対して補助金を交付するものとする。
　（調査等）
第１５条　市長は、事業に関して必要な調査を行うことができる。
　（委任）
第１６条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。
　（この要綱の失効）

２　この要綱は、平成２８年３月３１日限り、その効力を失う。
別表（第５条関係）

	区分
	補助金の額
	単位

	広告板

広告塔
	事業費に２分の１を乗じて得た額以内とし、５０万円を限度とする。ただし、当該補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
	１個

	屋上広告
	事業費に２分の１を乗じて得た額以内とし、５０万円を限度とする。ただし、当該補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
	１個

	壁面広告
	事業費に２分の１を乗じて得た額以内とし、３０万円を限度とする。ただし、当該補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
	１壁面

	突出広告
	事業費に２分の１を乗じて得た額以内とし、３０万円を限度とする。ただし、当該補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
	１個

	電柱広告（巻付・突出）
	３千円
	１個


様式第１号（第６条関係）

年　　月　　日
大野市長　　　殿
住所
申請者　氏名　　　　　　　　　　　印

電話番号
年度大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付事前協議書
みだしの補助金の交付を受けたいので、大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付要綱第６条の規定により関係書類を添えて事前協議します。
記
	１　補助金交付希望額
	金　　　　　　　　　　円

	２　行為の所在地
	大野市

	３　地域区分
	

	４　改修予定期間
	　　　年　　月　　日～　　年　　月　　日

	５　改修概要
	

	６　添付書類
	①改修計画図

②見積書
③現況写真
④その他市長が必要と認める書類


様式第２号（第７条関係）

年　　月　　日
大野市長　　　殿
住所
申請者　氏名　　　　　　　　　　　印

電話番号
年度大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付申請書
みだしの補助金の交付を受けたいので、大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付要綱第７条の規定により関係書類を添えて申請します。
記
	１　補助金交付申請額
	金　　　　　　　　　　円

	２　行為の所在地
	大野市

	３　地域区分
	

	４　改修予定期間
	　　　年　　月　　日～　　年　　月　　日

	５　改修概要
	

	６　添付書類
	①改修計画図

②見積書
③現況写真
④大野市税納税証明書

⑤その他市長が必要と認める書類


様式第３号（第８条関係）

大野市指令　第　　号

年度大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付決定通知書
住所　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　

年　月　日付けで交付申請のあった大野市屋外広告物等改修促進事業補助金について、大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付要綱第８条の規定により次のとおり交付することに決定したので通知する。

　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

大野市長　　　印　

記

１　補助金の対象となる事業及びその内容は、　　年　　月　　日付け交付申請書のとおりとする。

２　補助金の額は　　　　円とする。
３　大野市補助金等交付規則第１２条に該当するときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

４　補助事業等が完了したときは、速やかに完了実績報告書に本通知書の写しを添えて提出すること。

５　交付した補助金については、その使途及び経理状況について市の監査を受けることがある。

様式第４号（第９条関係）
年　　月　　日
大野市長　　　殿
住所
申請者　氏名　　　　　　　　　　　印

電話番号
年度大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付変更申請書
年　月　日付け大野市指令　第　　　号で通知を受けたみだしの補助金について、その事業内容の一部を変更したいので、大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付要綱第９条の規定により関係書類を添えて申請します。
記
	１　交付決定済額
	金　　　　　　　　　　円

	２　変更交付申請額
	金　　　　　　　　　　円

	３　変更理由
	

	４　変更内容
	

	５　添付書類
	①改修計画図（変更後）

②見積書（変更後）

③その他市長が必要と認める書類


様式第５号（第１０条関係）
大野市指令　第　　号

年度大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付変更決定通知書
住所　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった大野市屋外広告物等改修促進事業の変更について、大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付要綱第１０条の規定により、申請のとおりこれを承認し、　年　月　日付け大野指令　第　　号の交付決定通知の一部を変更したので通知する。

　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

大野市長　　　印　

記

１　補助金の対象となる事業及びその内容は、　　年　　月　　日付け交付変更申請書のとおりとする。

２ 補助金の交付の額は　　　　　　　　円とする。
３　大野市補助金等交付規則第１２条に該当するときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

４　補助事業等が完了したときは、速やかに完了実績報告書に本通知書の写しを添えて提出すること。

５　交付した補助金については、その使途及び経理状況について市の監査を受けることがある。

様式第６号（第１１条関係）

年　　月　　日
大野市長　　　殿
住所
申請者　氏名　　　　　　　　　　　印

電話番号
年度大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付辞退届

年　月　日付け大野市指令　第　　　号で通知を受けたみだしの補助金について、交付を辞退したいので、大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付要綱第１１条の規定により届出します。
記
	１　辞退の理由
	

	２　辞退する事業の概要
	


様式第７号（第１２条関係）
年　　月　　日
大野市長　　　殿
住所
申請者　氏名　　　　　　　　　　　印

電話番号
年度大野市屋外広告物等改修促進事業完了実績報告書

年　月　日付け大野市指令　第　　　号で通知を受けたみだしの事業が完了したので、大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付要綱第１２条の規定により関係書類を添えて報告します。
記
	１　交付決定額
	金　　　　　　　　　　円

	２　事業完了年月日
	年　　月　　日

	３　添付書類
	①改修の実施に関して施工者と締結した契約書の写し

②改修に要する経費に係る施工者からの領収書の写し

③改修前及び改修後の写真
④交付（変更）決定通知書の写し
⑤その他市長が必要と認める書類


様式第８号（第１３条関係）
大野市指令　第　　号

年度大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付額確定通知書
住所　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　

年　月　日付け大野市指令　第　　　号で交付を決定したみだしの補助金ついては、大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付要綱第１３条の規定により次のとおりその額を確定したので通知する。
　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

大野市長　　　印　

記

１ 交付決定額　　　金　　　　　　　　　　円
２ 交付確定額　　　金　　　　　　　　　　円

様式第９号（第１４条関係）
年　　月　　日
大野市長　　　殿
住所
申請者　氏名　　　　　　　　　　　印

電話番号
年度大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付請求書

年　月　日付け大野市指令　第　　　号で補助金の額の確定通知のあったみだしの補助金を交付されるよう、大野市屋外広告物等改修促進事業補助金交付要綱第１４条第１項の規定により請求します。
記
	１　請求金額
	金　　　　　　　　　　　　　円

	２　振込先
	金融機関名
	

	
	支店名
	

	
	口座番号
	普通　　当座

	
	フリガナ
	

	
	口座名義
	

	３　添付書類
	①補助金交付額確定通知書の写し

②口座番号及び口座名義が記載された通帳の写し


